
 
 

亀 山 市 告 示 第 ６ ８ 号  

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１

第 １ 項 の 規 定 に よ り 特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等 の 確 認 を し た の

で 、 同 法 第 ５ ８ 条 の １ １ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 次 の と お り 告 示 す る 。  

  令 和 元 年 ９ 月 ３ ０ 日  

                亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

１  幼 稚 園 （ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 未 移 行 園 ）  

特 定 子 ど も ・ 子

育 て 支 援 提 供 者

の 名 称  

特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 を 提 供 す

る 施 設 又 は 事 業 所  確 認 年 月 日  

名 称  所 在 地  

学 校 法 人 古 市 学

園  

み ず き が 丘 道 伯

幼 稚 園  

亀山市みずきが丘８１

番 地  
令 和 元 年 ９ 月

３ ０ 日  

 

２  認 可 外 保 育 施 設  

特 定 子 ど も ・ 子

育 て 支 援 提 供 者

の 名 称  

特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 を 提 供 す

る 施 設 又 は 事 業 所  確 認 年 月 日  

名 称  所 在 地  

一 般 社 団 法 人 輝

学 院  

一 般 社 団 法 人 輝

学 院  

亀山市高町１３番

７ 号 ４  

令 和 元 年 ９ 月

３ ０ 日  

 

３  預 か り 保 育 事 業 （ 在 園 児 を 対 象 ）  

特 定 子 ど も

・ 子 育 て 支

援 提 供 者 の

名 称  

特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 を

提 供 す る 施 設 又 は 事 業 所  確 認 年 月 日

子 ど も ・ 子 育 て

支 援 法 施 行 規 則

（ 平 成 ２ ６ 年 内

閣府令第４４号）

第 ２ ８ 条 の １ ８

第 ３ 項  名 称  所 在 地  

学 校 法 人 古

市 学 園  

み ず き が 丘 道

伯 幼 稚 園  

亀 山 市 み ず き

が 丘 ８ １ 番 地

令 和 元 年 ９

月 ３ ０ 日  

満 た し て い る  

社 会 福 祉 法

人 松 風 福 祉

会  

幼 保 連 携 型 認

定 こ ど も 園 亀

山 愛 児 園  

亀 山 市 東 町 １

丁目１０番１６

号 １  

令 和 元 年 ９

月 ３ ０ 日  
満 た し て い る  

亀 山 市  亀 山 市 立 関 認

定 こ ど も 園 ア

ス レ  

亀 山 市 関 町 木

崎 ７ ８ ６ 番 地

令 和 元 年 ９

月 ３ ０ 日  
満 た し て い る  

 



 
 

４  一 時 預 か り 事 業 （ 在 園 児 以 外 を 対 象 ）  

特 定 子 ど も ・ 子

育 て 支 援 提 供 者

の 名 称  

特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 を 提 供 す

る 施 設 又 は 事 業 所  確 認 年 月 日  

名 称  所 在 地  

社 会 福 祉 法 人 里

和  

な の は な 保 育 園 亀山市川合町１２０９

番 地  

令 和 元 年 ９ 月

３ ０ 日  

社 会 福 祉 法 人 微

笑 福 祉 会  

野 登 ル ン ビ ニ 園 亀山市両尾町２１９３

番 地  

令 和 元 年 ９ 月

３ ０ 日  

 

５  子 育 て 援 助 活 動 支 援 事 業  

特 定 子 ど も ・ 子

育 て 支 援 提 供 者

の 名 称  

特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 を 提 供 す

る 施 設 又 は 事 業 所  確 認 年 月 日  

名 称  所 在 地  

亀 山 市  亀 山 市 フ ァ ミ リ

ー サ ポ ー ト セ ン

タ ー  

亀山市東御幸町６９

番 地 ５  

令 和 元 年 ９ 月

３ ０ 日  

 


